
 

 

 

平成 24 年 5 月 31 日 

各 位 

会 社 名 スターホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長  佐 藤  不 三 夫

（コード番号８７０２ 福証、大証ＪＡＳＤＡＱ）

問合せ先 取締役管理部長  野 中  功
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定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 

当社は、平成 24 年 5 月 31 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第８期定時株主

総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 

１．変更の理由 
（1） 当社および子会社の事業の現状に即し、事業目的の見直しを図るとともに、現行法令に基づく

所要の変更を行うものです。 
変更にかかる基本的な考え方は、全般にわたり規定の移動および削除ならびに表現の修正を行

って簡潔明瞭に記載するものです。 
 
（2） 法令で定める監査役の員数が欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設する  

ものであります。 
 

 
２．変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 
 
 

３．日 程 
定款変更のための株主総会開催日   平成 24 年 6 月 28 日（木） 
定款変更の効力発生日        平成 24 年 6 月 28 日（木） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



現行定款 変更案 

（商号） （商号） 

第１条       ＜条文省略＞ 第１条     ＜現行どおり＞ 

（目的） （目的） 

第２条  当会社は、次の業務を営む会社およびこれに相

当する業務を営む外国会社の株式を所有すること

により、当該会社の事業活動を支配・管理すること

を目的とする。  

第２条     ＜現行どおり＞ 

(1) 「金融商品取引法」に規定する金融商品取引業

およびそれに附随する業務。  

(1) 「金融商品取引法」に規定する有価証券の売買

（みなし有価証券を含む。）、市場デリバティブ

取引、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバテ

ィブ取引および同法に規定する金融商品取引業

およびそれに附随する業務。  

(2)           ＜条文省略＞  (2)     ＜現行どおり＞  

(3) 投資信託または外国投資信託の受益証券に係る

収益金、償還金または解約金の支払いに係る業務

の代理。  

＜削 除＞ 

(4) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資

証券に係る金銭の分配、払戻金、もしくは残余財

産の分配または利息もしくは償還金の支払いに

係る業務の代理。  

＜削 除＞ 

(5)  「商品取引所法」に規定する商品取引所に上場

されている商品および商品指数ならびにオプシ

ョン取引等の売買、受託、仲介または代理。  

(3) 「商品先物取引法」に規定する商品市場（海外

商品市場を含む。）における上場商品または上場

商品指数の先物取引（オプション取引を含む。）、

店頭商品デリバティブ取引および同法に規定する

商品先物取引業。 

(6)～（7）    ＜条文省略＞  (4)～（5）  ＜現行どおり＞  

(8) 「海外商品市場における先物取引の受託等に関

する法律」に規定する海外の先物取引所に上場

されている商品および商品指数ならびにオプシ

ョン取引等の売買、受託、仲介または代理。 

＜削 除＞ 

(9)～（10）   ＜条文省略＞  (6)～（7）  ＜現行どおり＞  

＜現行定款第 14 号より移動＞ (8) 省エネルギー設備・機器の販売・施工およびそ

の仲介、取次ぎもしくは代理。  

＜新 設＞  (9) 環境の保護・改善にかかる製品の製作および販

売に関する業務。 

＜現行定款第 13 号より移動＞  (10) 不動産の売買、賃貸借およびその仲介、管理に

関する業務。 

(11)～（12）  ＜条文省略＞  (11)～（12） ＜現行どおり＞  

(13) 不動産の売買、賃貸借およびその仲介、管理

に関する業務。  

＜変更案第 10 号へ移動＞ 

(14) 省エネルギー設備・機器の販売およびその仲

介、取次ぎもしくは代理。  

＜変更案第８号へ移動＞ 

(15)      ＜条文省略＞  (13)          ＜現行どおり＞  

第３条～第 28 条   ＜条文省略＞ 第３条～第 28 条  ＜現行どおり＞ 

  

  

  

  



  

現行定款 変更案 

（選任方法） （選任方法） 

第 29 条 １～２   ＜条文省略＞ 第 29 条 １～２  ＜現行どおり＞ 

＜新 設＞ ３ 当会社は、会社法第 329 条第２項の規定に基づき、

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に

備えて、株主総会において補欠監査役を選任するこ

とができる。 

＜新 設＞ ４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有す

る期間は、当該決議後４年以内に終了する最終の事

業年度に関する定時株主総会の開始の時までとす

る。 

（任期） （任期） 

第 30 条 １    ＜条文省略＞ 第 30 条 １    ＜現行どおり＞ 

２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ

れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す

る時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任

された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満

了する時までとする。 

    ただし、前条第３項により選任された補欠監査役が

監査役に就任した場合は、当該監査役としての選任

後４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総

会の終結の時を超えることができないものとする。

 

以 上 


